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   条  例 

 ○富山県知事及び副知事の給料その他の給与及び旅費支給条例の一部を改 

  正する条例                             １ 
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 富山県知事及び副知事の給料その他の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条 

例を公布する。 

  令和３年３月31日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県条例第45号 

   富山県知事及び副知事の給料その他の給与及び旅費支給条例の一部を 

   改正する条例 

 富山県知事及び副知事の給料その他の給与及び旅費支給条例（昭和36年富山県条 

例第５号）の一部を次のように改正する。 

 別表の１の表中「及び内国旅費」を「並びに内国旅行に係る鉄道賃等、車賃、日 

当、宿泊料及び食卓料」に改める。 

 別表の２の表を削り、別表の１の表の次に次の２表を加える。 

 ２ 内国旅行に係る移転料、着後手当及び扶養親族移転料            
 

区 分 移転料 着後手当及び扶養親族移転料 

知 事 国家公務員等の旅費に関する法律 

（昭和25年法律第 114号。以下この

表及び３の表において「旅費法」と

いう。）別表第１の２の表に掲げる 

一般職の職員の着後手当及び扶養親 

族移転料の例により算出した額 
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 内閣総理大臣等相当額  

副知事 

 

旅費法別表第１の２の表に掲げる指

定職の職務又は７級以上の職務にあ

る者相当額 

 ３ 外国旅行に係る日当、宿泊料及び食卓料 
 

区 分 日当、宿泊料及び食卓料 

知 事 旅費法別表第２の１の表に掲げる内閣総理大臣等中その他の者相当額 

副知事 旅費法別表第２の１の表に掲げる指定職の職務にある者相当額 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

                              （人 事 課）  
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